
令和4年度千葉市桜木園の管理に関する年次協定書

千葉市（以下「甲」 という。） と社会福祉法人千葉市社会福祉協議会（以下「乙」という。）

とは、千葉市桜木園の管理について令和3年1月25日付けで締結した千葉市桜木園の管

理に関する基本協定書（以下「基本協定」 という。）に基づき、令和4年度における年次

協定（以下「年次協定」 という。） を締結する。

（趣旨）

第1条この年次協定は、基本協定第47条第3項に基づき、甲が乙に対して支払う千葉

市桜木園の指定管理料の金額及び支払方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

（期間）

第2条この年次協定の期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。

（指定管理料）

第3条この年次協定で甲が乙に対して支払う指定管理料の額は、 686,813,000円とし、

甲は乙の請求に基づき別紙「令和4年度千葉市桜木園指定管理料内訳書」のとおりに

概算払で支払うものとする。

（疑義等の決定）

第4条この年次協定の扱いについて疑義が生じたとき及びこの年次協定に定めのない事

項については、その都度甲及び乙は誠意をもって速やかに協議し解決するものとする。

この年次協定の成立を証明するため本書2通を作成し、 甲乙が双方記名押印の上、各自

1通を保有する。

令和4年4月1日

■

乙：

千葉市中央区千葉

社会福祉法人千葉

会長竹川幸

甲；

千葉市中央区千葉港

千葉市

千葉市長神谷俊
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令和4年度千葉市桜木園指定管理料内訳書

(単位：円）

第1回

(4月支払）

第2回

(5月支払）

第3回

(7月支払）

第4回

(10月支払）

第5回

(1月支払）
計

入所 67，058，000 131,291,000 113,654,000 156,784,000 118,932,000 587，719，000

通所 11,675,000 23，054，000 18,945,000 25，645，000 19,775,000 99,094,000

合計 78， 733，000 154,345,000 132，599，000 182,429,000 138,707,000 686，813，000


